
JP 4327355 B2 2009.9.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非透過的データ送信のための第１無線リンクプロトコルを伴う第１無線アクセスネット
ワークと、非透過的データ送信のための、上記第１無線リンクプロトコルとは異なる第２
無線リンクプロトコルを伴う第２無線アクセスネットワークと、上記第１無線リンクプロ
トコルをサポートする移動サービス交換センターであって、その１つに各々の無線アクセ
スネットワークが接続されている移動サービス交換センターと、各々の第２無線アクセス
ネットワークにおけるインターワーキングユニットとを備えたシステムであって、
　上記移動サービス交換センターの少なくとも幾つかは、第１無線リンクプロトコル及び
第２無線リンクプロトコルの両方をサポートするように構成され、そして
　上記第２無線アクセスネットワークにおけるインターワーキングユニットの少なくとも
幾つかは、その第２無線アクセスネットワークが接続された移動サービス交換センターが
第１及び第２の両無線リンクプロトコルをサポートする場合に、移動ステーションと移動
サービス交換センターとの間に第２の無線リンクプロトコルを透過的に送信するように構
成された、システム。
【請求項２】
　上記第２無線アクセスネットワークにおけるインターワーキングユニットは、それに接
続された移動サービス交換センターが第１無線リンクプロトコルしかサポートしない場合
に、第２無線リンクプロトコルと第１無線リンクプロトコルとの間でプロトコル変換を行
うように構成された請求項１に記載のシステム。
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【請求項３】
　上記無線アクセスネットワーク、及びその無線アクセスネットワークと移動サービス交
換センターとの間のインターフェイスは、異なるレート適応及び／又は物理的チャンネル
及び／又はシグナリング形式を含み、
そして第２無線アクセスネットワークにおけるインターワーキングユニットは、上記レー
ト適応及び／又は物理的チャンネル及び／又はシグナリング形式の間で変換又は適応を行
うように構成された請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　上記インターワーキングユニットは、対応する第２の無線アクセスネットワークが接続
された移動サービス交換センターが第２無線リンクプロトコルをサポートするかどうかに
基づいて、無線リンクプロトコル変換が行なわれる第１の動作状態、又は第２無線リンク
プロトコルが透過的に送信される第２の動作状態に固定に又は動的にセットすることがで
きる請求項１、２又は３に記載のシステム。
【請求項５】
　上記インターワーキングユニットは、移動サービス交換センターにより送信されるシグ
ナリングに応答して、或いは移動サービス交換センターが第１無線リンクプロトコルの設
定を開始するか又は第２無線リンクプロトコルの設定を開始するかに基づいて、上記第１
動作状態又は第２動作状態を動的に選択するように構成される請求項４に記載のシステム
。
【請求項６】
　上記移動サービス交換センターは、その移動サービス交換センターが接続された無線ア
クセスネットワークにおいてインターワーキングユニットが第２無線リンクプロトコルの
透過的送信をサポートするかどうかに基づいて、第２無線リンクプロトコル又は第１無線
リンクプロトコルのいずれかを動的に選択するよう構成された請求項１ないし５のいずれ
かに記載のシステム。
【請求項７】
　上記移動サービス交換センターは、無線アクセスネットワークにより送信されるシグナ
リングに応答するか、或いは無線アクセスネットワークのインターワーキングユニットか
ら受信される通信に対してどの無線リンクプロトコルが使用されるかに基づき、第１無線
リンクプロトコル又は第２無線リンクプロトコルを動的に選択するように構成される請求
項６に記載のシステム。
【請求項８】
　上記移動サービス交換センターは、記憶されたネットワーク構成データに基づいて、第
１無線リンクプロトコル又は第２無線リンクプロトコルを動的に選択するように構成され
る請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　インターワーキングユニットであって、
　無線アクセスネットワークの無線リンクプロトコルを、移動サービス交換センターによ
りサポートされる無線リンクプロトコルに適応させるよう構成され、
　上記無線アクセスネットワークが接続された移動サービス交換センターが無線アクセス
ネットワークの無線リンクプロトコルをサポートする場合に移動ステーションと移動サー
ビス交換センターとの間に第２無線リンクプロトコルを透過的に送信するようにインター
ワーキングユニットが構成される第１の動作状態と、
　無線アクセスネットワーク、及びこの無線アクセスネットワークが接続された移動サー
ビス交換センターが異なる無線リンクプロトコルをサポートする場合には、無線アクセス
ネットワークによりサポートされる無線リンクプロトコルと、移動サービス交換センター
によりサポートされる無線リンクプロトコルとの間でプロトコル変換を実行するようにイ
ンターワーキングユニットが構成される第２の動作状態と、
を備えた、インターワーキングユニット。
【請求項１０】
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　上記無線アクセスネットワーク、及びその無線アクセスネットワークと移動サービス交
換センターとの間のインターフェイスは、異なるレート適応及び／又は物理的チャンネル
及び／又はシグナリング形式を含み、そしてインターワーキングユニットは、上記第１及
び第２の両方の動作状態において上記レート適応及び／又は物理的チャンネル及び／又は
シグナリング形式の間で変換又は適応を行うように構成された請求項９に記載のインター
ワーキングユニット。
【請求項１１】
　上記インターワーキングユニットは、無線アクセスネットワークが移動サービス交換セ
ンターに接続されたときに第１又は第２の動作状態に固定にセットされる請求項９又は１
０に記載のインターワーキングユニット。
【請求項１２】
　上記インターワーキングユニットは、移動サービス交換センターが第１無線リンクプロ
トコルをサポートするか第２無線リンクプロトコルをサポートするかに基づいて、第１の
動作状態又は第２の動作状態のいずれかを各コール特有に動的に選択する手段を備えてい
る請求項９、１０又は１１に記載のインターワーキングユニット。
【請求項１３】
　上記インターワーキングユニットは、移動サービス交換センターにより送信されるシグ
ナリングに応答して、或いは移動サービス交換センターが第１無線リンクプロトコルの設
定を開始するか又は第２無線リンクプロトコルの設定を開始するかに基づいて、上記第１
動作状態又は第２動作状態を動的に選択するように構成される請求項１２に記載のインタ
ーワーキングユニット。
【請求項１４】
　非透過的データ送信のための第１無線リンクプロトコルを伴う第１無線アクセスネット
ワークと、非透過的データ送信のための、上記第１無線リンクプロトコルとは異なる第２
無線リンクプロトコルを伴う第２無線アクセスネットワークとが接続された移動サービス
交換センターであって、上記第１無線リンクプロトコルをサポートするインターワーキン
グ手段を備えた移動サービス交換センターにおいて、上記第２無線リンクプロトコルをサ
ポートするインターワーキング手段と、無線アクセスネットワークによりサポートされる
無線リンクプロトコルに基づいて各コール特有に動的に適当な無線リンクプロトコルを選
択する手段とを更に備えた、移動サービス交換センター。
【請求項１５】
　上記移動サービス交換センターは、無線アクセスネットワークにより送信されるシグナ
リングに応答して第１無線リンクプロトコル又は第２無線リンクプロトコルを動的に選択
するように構成された請求項１４に記載の移動サービス交換センター。
【請求項１６】
　上記移動サービス交換センターは、第１無線リンクプロトコル及び第２無線リンクプロ
トコルの両方をサポートする一体化されたインターワーキングユニットを備え、そしてこ
の一体化されたインターワーキングユニットは、無線アクセスネットワークから到着する
チャンネルに使用される無線リンクプロトコルを識別すると共に、この識別された無線リ
ンクプロトコルに基づいて上記一体化されたインターワーキングユニットのプロトコルを
選択するように構成される請求項１５に記載の移動サービス交換センター。
【請求項１７】
　上記移動サービス交換センターは、記憶されたネットワーク構成データに基づいて第１
又は第２の無線リンクプロトコルを動的に選択するように構成される請求項１６に記載の
移動サービス交換センター。
【請求項１８】
　非透過的データ送信のための第１無線リンクプロトコルを伴う第１無線アクセスネット
ワークと、非透過的データ送信のための、上記第１無線リンクプロトコルとは異なる第２
無線リンクプロトコルを伴う第２無線アクセスネットワークと、上記第１無線リンクプロ
トコルをサポートする移動サービス交換センターとを備え、各無線アクセスネットワーク
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は、上記移動サービス交換センターの１つに接続され、そして更に、各第２無線アクセス
ネットワークのインターワーキングユニットを備えた移動通信システムにおいて非透過的
データコールを制御することを含む方法であって、
　上記制御は、
　第２無線アクセスネットワークを経た移動ステーションと移動サービス交換センターと
の間の送信リンクであって、移動ステーションとインターワーキングユニットとの間の第
１脚と、インターワーキングユニットと移動サービス交換センターとの間の第２脚とを含
むリンク、を設定することと、
　上記第１脚には第２無線アクセスネットワークの下位プロトコルを、そして第２脚には
第１無線アクセスネットワークの下位プロトコルを使用することと、
　移動サービス交換センターが第１及び第２の両方の無線リンクプロトコルをサポートす
る場合には移動ステーションと移動サービス交換センターとの間に上記第２無線リンクプ
ロトコルを設定することと、
　上記第１及び第２脚の下位プロトコルに適応された移動サービス交換センターと移動ス
テーションとの間の無線アクセスネットワークのインターワーキングユニットを経て上記
第２無線リンクプロトコルを透過的に送信することと、
を含む方法。
【請求項１９】
　現在の第２無線アクセスネットワークから新たな第２無線アクセスネットワークへハン
ドオーバーにより非透過的コールを送信することを含み、このハンドオーバーは、
　移動ステーションと移動サービス交換センターとの間で、新たな無線アクセスネットワ
ークを経て、移動ステーションとインターワーキングユニットとの間の第１脚、及びイン
ターワーキングユニットと移動サービス交換センターとの間の第２脚を含む送信リンクを
設定することと、
　第１脚には第２無線アクセスネットワークの下位プロトコルを使用し、そして第２脚に
は第１無線アクセスネットワークの下位プロトコルを使用することと、
　上記第２無線リンクプロトコルを移動ステーション及び移動サービス交換センターに保
持することと、
　上記新たな無線アクセスネットワークを経て上記第２無線リンクプロトコルをルート指
定することと、そして
　上記第１及び第２脚の下位プロトコルに適応された移動サービス交換センターと移動ス
テーションとの間で新たな無線アクセスネットワークのインターワーキングユニットを経
て透過的に上記第２無線リンクプロトコルを送信することと、
を含む、請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、無線システムに係り、より詳細には、移動サービス交換センターと無線アクセ
スネットワークが異なるシステム世代に属するような移動通信システムにおける非透過的
データ送信に係る。
【０００２】
【背景技術】
移動通信システムとは、一般に、加入者がシステムエリアをローミングしながらパーソナ
ルワイヤレスデータ送信を行えるようにする種々のテレコミュニケーションシステムを指
す。典型的な移動通信システムは、公衆地上移動ネットワーク（ＰＬＭＮ）である。第１
世代の移動通信システムは、従来の公衆交換電話ネットワークと同様にスピーチ又はデー
タがアナログ形態で転送されるアナログシステムであった。第１世代システムの一例は、
ノルデック・モービル・テレホン（ＮＭＴ）である。
【０００３】
移動通信用のグローバルシステム（ＧＳＭ）のような第２世代の移動システムでは、スピ
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ーチ及びデータがデジタル形態で送信される。従来のスピーチ送信に加えて、デジタル移
動通信システムは、ショートメッセージ、ファクシミリ、データ送信等の複数の他のサー
ビスを提供する。移動通信システムにより提供されるサービスは、一般に、テレサービス
とベアラサービスに分類できる。ベアラサービスは、ユーザネットワークインターフェイ
ス間に信号送信を与えるテレコミュニケーションサービスである。例えば、モデムサービ
スは、ベアラサービスである。テレサービスでは、ネットワークが加入者ターミナルサー
ビスも与える。重要なテレサービスは、スピーチ、ファクシミリ及びビデオテックスサー
ビスを含む。ベアラサービスは、通常、非同期及び同期ベアラサービスのような特性に基
づいてグループに分類される。これらグループ各々は、透過的サービス（Ｔ）及び非透過
的サービス（ＮＴ）のような多数のベアラサービスを含む。透過的サービスでは、送信さ
れるべきデータが未構成であり、送信エラーがチャンネルコードのみによって修正される
。非透過的サービスでは、送信されるべきデータがプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）
へと構成され、送信エラーは、（チャンネルコードに加えて）自動再送信プロトコルを使
用することにより修正される。例えば、ＧＳＭシステムでは、このようなリンクプロトコ
ルを無線リンクプロトコル（ＲＬＰ）と称する。又、この種のリンクプロトコルは、一般
に、リンクアクセス制御（ＬＡＣ）とも称する。
【０００４】
現在開発中であるのは、第３世代の移動通信システム、例えば、ユニバーサル移動通信シ
ステム（ＵＭＴＳ）や、未来型公衆地上移動テレコミュニケーションシステム（ＦＰＬＭ
ＴＳ）であり、これは、後に、インターナショナル移動テレコミュニケーション２０００
（ＩＭＴ－２０００）と改名された。ＵＭＴＳは、ヨーロピアン・テレコミュニケーショ
ン・スタンダード・インスティテュート（ＥＴＳＩ）によって規格化され、一方、ＩＭＴ
－２０００システムは、インターナショナル・テレコミュニーション・ユニオン（ＩＴＵ
）によって規格化されている。これら将来のシステムは、基本的に、非常に類似している
。例えば、ＵＭＴＳは、全ての移動通信システムとして、移動加入者にワイヤレスデータ
送信サービスを提供する。このシステムは、ローミングをサポートし、これは、ＵＭＴＳ
ユーザがＵＭＴＳのカバレージエリア内にいる限りどこでもＵＭＴＳユーザに到達してコ
ールを行えることを意味する。
【０００５】
現在の観点によれば、ＵＭＴＳは、図１に示された２つ又は３つの部分、即ちＵＭＴＳア
クセスネットワーク１（又はＵＭＴＳベースステーションシステムＵＭＴＳ－ＢＳＳ）と
、コアネットワーク２、３、４及び５とで構成される。ＵＭＴＳアクセスネットワークは
、以下、無線アクセスネットワークと一般的に称する。ＵＭＴＳアクセスネットワーク１
は、主として、無線経路に関連した事柄に対して役目を果たし、即ちワイヤレス動作に必
要な無線アクセスをコアネットワークに与える。コアネットワーク２、３、４又は５は、
ワイヤレス通信においてＵＭＴＳアクセスネットワークを効率的に使用するように変更さ
れた従来又は将来のテレコミュニケーションネットワークである。コアネットワークとし
て適用できるテレコミュニケーションネットワークは、第２世代の移動通信システム、例
えば、ＧＳＭ（移動通信用のグローバルシステム）、ＩＳＤＮ（サービス総合デジタル網
）、Ｂ－ＩＳＤＮ（広帯域サービス総合デジタル網）、パケットデータネットワークＰＤ
Ｎ、ＡＴＭ（非同期転送モード）等を含む。
【０００６】
それ故、ＵＭＴＳアクセスネットワークは、おそらく将来開発されるであろうネットワー
クを含む異なるコアネットワークをサポートできねばならない。対応的に、ＵＭＴＳアク
セスネットワークは、異なる無線インターフェイスをコアネットワーク（狭帯域、広帯域
、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ等）に接続できねばならない。現在の計画では、ＵＭＴＳアクセス
ネットワークの機能は、無線アクセス機能に厳密に限定される。それ故、ネットワークは
、主として、無線リソースを制御する機能（ハンドオーバー及びページング）及びベアラ
サービスを制御する機能（無線ネットワークサービス制御）を含む。レジスタ、レジスタ
機能、移動管理及び位置管理といったより複雑な機能は、各コアネットワークに配置され
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るか、又はコアネットワークに接続されて異なるサービスをＵＭＴＳ加入者に与えるサー
ビスプロバイダーに配置される。
【０００７】
ＵＭＴＳという用語に基づき、ＵＭＴＳアクセスネットワーク全体を「一般的無線アクセ
スネットワーク（ＧＲＡＮ）」と称する。このＧＲＡＮは、無線アクセスネットワーク（
ＲＡＮ）及びインターワーキングユニット（ＩＷＵ）に更に分割される。原理的に、各コ
アネットワーク２－５とＲＡＮとの間には、例えば図示されたＩＷＵ１－４のような個別
のＩＷＵがある。ＩＷＵの目的は、コアネットワークとＲＡＮとの間に接続を与えること
である。それ故、ＩＷＵは、必要な適応及び他の考えられるインターワーキングファンク
ションを含む。ＩＷＵとＣＮとの間のインターフェイスは、コアネットワークに特有であ
る。これは、コアネットワーク及びＲＡＮを互いに独立して開発できるようにする。例え
ば、ＩＷＵは、ＧＳＮネットワークにおいてベースステーションシステムＢＳＳに接続さ
れる。対応的に、ＩＷＵ２は、例えば、ＩＳＤＮネットワークにおいてローカル交換機に
接続される。図１は、コアネットワークＣＮ２に接続されたサービスプロバイダーＳＰ２
、ＳＰ３、ＳＰ４及びＳＰ５も示している。
【０００８】
図１において、無線アクセスネットワークＲＡＮは、搬送ネットワークＴＮ、無線ネット
ワークコントローラＲＮＣ、及びベースステーションＢＳを備えている。図示されたネッ
トワークアーキテクチャーでは、ベースステーションがＴＮに接続され、このＴＮはユー
ザデータをＩＷＵへ搬送すると共に、制御シグナリングをＲＮＣへ搬送する。ＧＲＡＮを
制御する全てのインテリジェンスは、ベースステーションＢＳ及び無線ネットワークコン
トローラＲＮＣに配置される。上述したように、この制御は、通常、無線アクセスに関連
した制御機能及び搬送ネットワークを通る接続の切り換えに限定される。ＴＮは、例えば
、ＡＴＭネットワークである。しかしながら、ＵＭＴＳアクセスネットワークの１つの考
えられる実施のみが上述されたことに注意されたい。
【０００９】
第３世代の移動通信システムの使用への移行は、徐々に行なわれるであろう。始めは、第
３世代の無線アクセスネットワークが、第２世代の移動通信システムのネットワークイン
フラストラクチャーに関連して使用されよう。このようなハイブリッドシステムが図２に
示されている。第２世代の移動サービス交換センターＭＳＣは、ベースステーションコン
トローラＢＳＣ及びベースステーションＢＴＳより成るＧＳＭベースステーションシステ
ムＢＳＳのような第２世代の無線アクセスネットワークに接続されると共に、例えば、無
線ネットワークコントローラＲＮＣ、インターワーキングユニットＩＷＵ及びベースステ
ーションＢＳより成る第３世代の無線アクセスネットワークにも接続される。ＧＭＳ　Ｍ
ＳＣの計画では、ＭＳＣと第３世代の無線アクセスネットワークとの間に標準的なＡイン
ターフェイスがあるのが好ましい。ＩＷＵは、ＡＴＭから一次レートへの（Ｅ１／Ｔ１）
及びそれとは逆の変換のような物理層の変換と、非透過的送信において第３世代のレート
適応及びリンクアクセスプロトコル（以下、リンクアクセス制御プロトコルＬＡＣと称す
る）からＧＳＭレート適応及びＬ２Ｒ／ＲＬＰプロトコルへの及びそれとは逆の変換のよ
うなプロトコルレベルの変換と、第３世代のシグナリングからＧＳＭのＡインターフェイ
スシグナリングへの及びそれとは逆のシングナリングの変換を実行する。この構成（標準
Ａインターフェイス）により、第３世代のアクセスネットワークは、ＭＳＣにおいて何ら
変更を伴うことなく既存の第２世代のＭＳＣに接続することができる。又、これは、製造
者間の互換性も確保し、即ちある製造者のＲＮＣ／ＩＷＵを別の製造者のＭＳＣに適合さ
せることができる。
【００１０】
実際に、ネットワークサブシステムＮＳＳレベルの共通のインフラストラクチャーを共用
する２つの異なる無線サブシステムＲＳＳがある。第２世代の移動ステーションＭＳ（Ｇ
ＳＭのような）は、第２世代の無線アクセスネットワークを経て通信し、そして第３世代
の移動ステーションＭＳ（ＵＭＴＳのような）は、第３世代の無線アクセスネットワーク
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を経て通信する。考えられる２重帯域電話（ＧＭＳ／ＵＭＴＳのような）は、いずれかの
無線アクセスネットワークを使用して、それらの間でハンドオーバーを行うことができる
。
【００１１】
しかしながら、１つの問題は、無線アクセスネットワーク間のＲＮＣ間ハンドオーバーに
おいてこのネットワーク構成に関連している。ＲＮＣ間ハンドオーバーを行う場合には、
ＲＮＣ／ＩＷＵが変化し、それ故、第３世代のリンクプロトコルユニット（ＲＮＣ／ＩＷ
Ｕに配置された）も変化する。これは、ＲＮＣ／ＩＷＵのデータバッファの内容が失われ
ることを意味する。それらは、（エンドユーザ間の）アプリケーションレベルでしか回復
できない。これは、送信中にデータの完全性を維持しなければならない非透過的送信の原
理とは対照的である。実際には、これは、上述したネットワーク構成がＲＮＣ間ハンドオ
ーバーをサポートしないことを意味する。
【００１２】
【発明の開示】
そこで、本発明の目的は、２つの無線アクセスネットワーク間の非透過的なコールに対す
るハンドオーバーにおいてデータの完全性を維持するデータ送信方法及びネットワーク構
成を開発することである。
本発明は、請求項１に記載の移動通信システム、請求項９に記載の無線アクセスネットワ
ークのインターワーキングユニット、請求項１４に記載の移動サービス交換センター、及
び請求項１８に記載のコール制御方法に係る。
【００１３】
本発明の基本的な考え方は、第２世代の移動サービス交換センターに、第３世代の無線ア
クセスネットワークの無線リンクプロトコルもサポートするプロトコルユニットを設ける
ことである。このような場合に、無線リンクプロトコルは、無線アクセスネットワークの
インターワーキングユニットにおいて無線リンクプロトコル変換を行なわずに、移動ステ
ーションと移動サービス交換センターとの間に設定される。無線アクセスネットワークは
、無線リンクプロトコルをＭＳとＭＳＣとの間で単に透過的に送信し、即ちプロトコルを
ＭＳＣへと拡張する。非透過的コールが無線アクセスネットワーク間のハンドオーバーを
受けたときは、ハンドオーバーの後も同じ無線リンクプロトコルユニットが（ＭＳ及びＭ
ＳＣにおいて）使用される。おそらく、選択的再送信の進行中シーケンス及び無線リンク
プロトコルの再送信要求は中断も妨害もされず、それ故、再送信の複雑さや、ハンドオー
バーの結果としてのデータの損失又はダブリを招くことのあるバッファ同期の操作を回避
することもできる。
【００１４】
ＭＳＣにおける変更をできるだけ僅かにするために、ＭＳＣと第３世代の無線アクセスネ
ットワークとの間のインターフェイスを、無線リンクプロトコル以外は、ＭＳＣと第２世
代の無線アクセスネットワークとの間のインターフェイスと同様に保持するのが好ましい
。このような場合に、ＭＳＣにおける変更は、インターワーキングファンクションの実施
のみに限定することができる。しかしながら、第３世代の無線アクセスネットワーク、及
びこの無線アクセスネットワークとＭＳＣとの間のインターフェイスは、異なるレート適
応及び／又は物理的チャンネル及び／又はシグナリング形式を含む。本発明の実施形態で
は、第３世代の無線アクセスネットワークのインターワーキングユニットは、上記のレー
ト適応及び／又は物理的チャンネル及び／又はシグナリング形式の間で変換又は適応を実
行するように構成される。
しかしながら、実際には、全ての第２世代のＭＳＣを、第３世代の無線リンクプロトコル
もサポートするよう構成することは困難である。同様に、全ての第３世代の無線アクセス
ネットワークは、必ずしも無線リンクプロトコルをＭＳＣへ透過的に送信できるのではな
い。これは、異なる製造者の製品間で互換性の問題を引き起こす。
【００１５】
本発明の好ましい実施形態によれば、第３世代の無線アクセスネットワークのインターワ
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ーキングユニットは、従来の第２世代の移動サービス交換センター、及び本発明による移
動サービス交換センターの両方を２つのプロトコルでサポートする。第１の動作状態にお
いて、インターワーキングユニットは、無線リンクプロトコルの変換を実行せず、移動ス
テーションと移動サービス交換センターとの間に無線リンクプロトコルを両方向に透過的
に中継する。第２の動作状態において、インターワーキングユニットは、無線アクセスネ
ットワークによりサポートされる無線リンクプロトコルと、移動サービス交換センターに
よりサポートされる無線リンクプロトコルとの間でプロトコル変換を実行する。インター
ワーキングユニットは、それに接続された移動サービス交換センターによりサポートされ
る構成体を使用する。移動サービス交換センターが第２世代及び第３世代の両無線リンク
プロトコルをサポートする場合には、インターワーキングユニットが第１の動作状態を使
用して、無線アクセスネットワーク間に成功裡なハンドオーバーを確保する。移動サービ
ス交換センターが第２世代の無線リンクプロトコルしかサポートしない場合には、インタ
ーワーキングユニットが第２の動作状態を使用して、互換性を確保するが、無線アクセス
ネットワーク間に成功裡なハンドオーバーは得られない。動作状態は、例えば、インスト
ールに関連して固定にセットすることができる。このような場合、動作状態を後で変更す
るときは、個別の保守又はインストール手順が必要となる。或いは又、インターワーキン
グユニットは、移動サービス交換センターの特性に基づいて動作状態を各コール特有に動
的に選択することができる。このような場合に、インターワーキングユニットは、正しい
プロトコルを自動的に使用し、保守要員によって何ら手順は必要とされない。動的な選択
は、例えば、移動サービス交換センターの帯域外シグナリングに含まれたデータ、パラメ
ータ又はコマンドをベースとすることができる。又、選択は、帯域内通信から他の当事者
により使用されるプロトコルの識別をベースとすることもできる。
【００１６】
本発明の好ましい実施形態によれば、第２世代及び第３世代の両無線リンクプロトコルを
サポートする移動サービス交換センターは、それが使用するプロトコルを、コールが交換
される無線アクセスネットワークによりサポートされる無線リンクプロトコルに基づいて
、各コール特有に動的に選択する。無線アクセスネットワークが、移動サービス交換セン
ターと無線アクセスネットワークとの間のインターフェイスにおいても第２世代及び第３
世代の両無線リンクプロトコルをサポートする場合には、ＭＳＣは、無線アクセスネット
ワーク間に成功裡なハンドオーバーを確保するために第３世代のプロトコルを選択する。
無線アクセスネットワークが、移動サービス交換センターと無線アクセスネットワークと
の間のインターフェイスにおいて第２世代の無線リンクプロトコルしかサポートしない場
合には、ＭＳＣは、互換性を確保するために第２世代の無線リンクプロトコルを選択する
。動的な選択は、例えば、無線アクセスネットワークの帯域外シグナリングに含まれたデ
ータ、パラメータ又は要求をベースとする。又、選択は、帯域内通信から他の当事者によ
って使用されるプロトコルの識別をベースとしてもよい。更に、選択は、移動サービス交
換センターがネットワーク構成に関連して有している以前のデータ、即ちどの無線アクセ
スネットワークがどのプロトコルをサポートするかをベースとすることもできる。
【００１７】
【発明を実施するための最良の形態】
以下、添付図面を参照し、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
本発明は、単一の無線リンクプロトコルをサポートする移動通信ネットワークが、異なる
無線リンクプロトコルを使用する異なる形式の無線アクセスネットワークに接続されるあ
らゆる状態に適用できる。無線アクセスネットワークの詳細な構造は、本発明にとって重
要ではない。「無線リンクプロトコル」とは、ここでは、一般に、ＧＳＭシステムのＲＬ
Ｐのような現在の第２世代プロトコルをカバーするだけでなく、考えられる第３世代又は
その後世代のリンクアクセス制御（ＬＡＣ）プロトコル全部をカバーするものと理解され
たい。
【００１８】
本発明の第１の応用分野は、ＵＭＴＳのような第３世代の無線アクセスネットワークを、
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ＧＳＭのような第２世代の移動通信ネットワークに接続することである。以下、本発明の
好ましい実施形態は、第２世代のＧＳＭシステム及び第３世代のＵＭＴＳを一例として使
用することにより説明する。以下の説明では、ＧＳＭ無線リンクプロトコルは、ＲＬＰと
称し、そしてＵＭＴＳ無線リンクプロトコルは、ＬＡＣと称する。
図４は、ＵＭＴＳ無線アクセスネットワークが変形ＡインターフェイスによりＧＳＭのＭ
ＳＣに接続された本発明によるハイブリッドネットワークを示す。この変形Ａインターフ
ェイスは、標準Ａインターフェイスと同じ物理的チャンネル及びレート適応を使用するが
、ＬＡＣプロトコルを非透過的コールにおいて使用する。
【００１９】
ＧＳＭネットワークは、２つの基本的部分、即ちベースステーションシステムＢＳＳ及び
ネットワークサブシステムＮＳＳで構成される。ＢＳＳ及び移動ステーションＭＳは、無
線接続を経て通信する。ＢＳＳにおいて、各セルは、ベースステーションＢＴＳによって
サービスされる。多数のＢＴＳがベースステーションコントローラＢＳＣに接続され、そ
の機能は、ＢＴＳにより使用される高周波及びチャンネルを制御することである。ＢＳＣ
は、移動サービス交換センターＭＳＣに接続される。幾つかのＭＳＣが公衆交換電話ネッ
トワーク（ＰＳＴＮ）のような他のテレコミュニケーションネットワークに接続され、そ
してそれらＭＳＣは、これらのネットワークに着信及びそこから発信するコールに対する
ゲートウェイ機能を含む。これらのＭＳＣは、ゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳＣ）として知
られている。又、少なくとも２つのデータベース、即ちホーム位置レジスタＨＬＲ及びビ
ジター位置レジスタＶＬＲもある。
【００２０】
移動通信システムは、ネットワーク内データリンクを、ターミナル装置及び他のテレコミ
ュニケーションネットワークにより使用されるプロトコルに適応させるアダプタ機能を備
えている。これらのアダプタ機能は、通常、移動ステーションと、それに接続されるデー
タターミナル装置との間のインターフェイスに配置されるターミナル適応機能ＴＡＦと、
通常ＭＳＣに関連して移動ネットワークと別のテレコミュニケーションネットワークとの
間のインターフェイスに配置されるインターワーキングファンクションＩＷＦとを含む。
ＧＳＭシステムでは、ＭＳのＴＡＦと移動ネットワークのＩＷＦとの間にデータリンクが
設定される。ＴＡＦは、ＭＳに接続されたデータターミナル装置ＤＴＥを、１つ又は多数
のトラフィックチャンネルを用いて物理的接続を経て設定された上記ＧＳＭデータリンク
に適応させる。ＩＷＦは、ＧＳＭデータリンクを、例えば、ＩＳＤＮ又は別のＧＳＭネッ
トワークのような別のテレコミュニケーションネットワーク、ＰＳＴＮのような他のトラ
ンジットネットワークに接続する。
【００２１】
図３は、非透過的ベアラサービスに必要とされるプロトコル及び機能を示す。ＧＳＭトラ
フィックチャンネルを経てのＴＡＦとＩＷＦとの間の非透過的な回路交換接続は、これら
全てのサービスに共通の多数のプロトコル層を含む。これらは、異なるレート適応ＲＡ機
能、例えば、ＴＡＦと、ＢＳＳに配置されたチャンネルコーデックユニットＣＣＵとの間
のＲＡ１’、ＣＣＵとＩＷＦとの間のＲＡ１、ＣＣＵと、ベースステーションから離れて
配置されたトランスコーダユニットＴＲＡＵとの間のＲＡＡ（又は１４．４ｋビット／ｓ
チャンネル用のＲＡＡ’）、及びＴＲＡＵとＩＷＦとの間のＲＡ２を含む。レート適応機
能ＲＡは、ＧＳＭ推奨勧告０４．２１及び０８．２０に規定されている。ＣＣＵとＴＲＡ
Ｕとの間の通信は、ＧＳＭ推奨勧告０８．６０に規定されている。無線インターフェイス
においてＲＡ１’レート適応された情報は、ＧＳＭ推奨勧告５．０３に規定されたように
チャンネルコード化もされ、これは、ＭＳ及びＣＣＵのブロックＦＥＣにより示されてい
る。又、ＩＷＦ及びＴＡＦは、各サービスに特有の高レベルプロトコルも含む。非同期の
非透過的ベアラサービスでは、ＩＷＦは、Ｌ２Ｒ（層２中継）プロトコル、無線リンクプ
ロトコルＲＬＰ及び固定ネットワークに向かうモデム又はレートアダプタを必要とする。
非透過的なキャラクタ指向のプロトコルに対するＬ２Ｒ機能は、例えば、ＧＳＭ推奨勧告
０７．０２に規定されている。ＲＬＰは、ＧＳＭ推奨勧告０４．２２に規定されている。
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ＲＬＰは、フレーム構造のバランス型（ＨＤＬＣ型）データ送信プロトコルで、エラー修
正は、受信者の要求があったときに歪んだフレームを再送信することに基づく。ＩＷＦと
、例えば、音声モデムＭＯＤＥＭとの間のインターフェイスは、ＣＣＩＴＴ　Ｖ２４に規
定されており、図３にＬ２で示されている。この非透過的構成は、インターネットにアク
セスするのにも使用される。
【００２２】
ＲＡ１及びＲＡ１’レート適応は、各２４０ビットのＲＬＰフレームを４つの変形８０ビ
ットＶ．１１０フレーム（ＭＳＣとＢＳＳとの間）にマップするか、又は４つの変形６０
ビットＶ．１１０フレーム（無線インターフェイスにおける）にマップする。「フレーム
スタート識別子」と称するビットシーケンスを使用して、ビット流内のどのＶ．１１０フ
レームが特定のＲＬＰフレームに対する最初のフレームであるかを指示する。ＲＬＰフレ
ームの最初の１／４は、このＶ．１１０フレームにおいて送信され、第２の１／４は、次
のフレームにおいて送信され、第３の１／４は、第３フレームにおいて送信され、そして
最後の１／４は、第４フレームにおいて送信され、その後、新たなＲＬＰフレームが始ま
る。
【００２３】
ＧＳＭシステムのＨＳＣＳＤ概念においては、高速データ信号は、個別のデータ流に分割
され、このデータ流は、次いで、無線インターフェイスにおいてＮ個のサブチャンネル（
Ｎ個のトラフィックチャンネルタイムスロット）を経て送信される。データ流が分割され
ると、それらは、ＩＷＦ又はＭＳにおいて再び合成されるまで、あたかも相互に独立して
いるかのようにサブチャンネルで搬送される。しかしながら、論理的に、これらＮ個のサ
ブチャンネルは、同じＨＳＣＳＤ接続に属し、即ち１つのＨＳＣＳＤトラフィックチャン
ネルを形成する。ＧＳＭ推奨勧告によれば、データ流の分割及び合成は、変形ＲＬＰにお
いて行なわれ、従って、これは全てのサブチャンネルに共通である。この共通のＲＬＰの
下で、各サブチャンネルは、同じプロトコルスタックＲＡ１’－ＦＥＣ－ＦＥＣ－ＲＡ１
’－ＲＡＡ－ＲＡＡ－ＲＡ２－ＲＡ２－ＲＡ１を別々に備え、これは、ＭＳ／ＴＡＦとＭ
ＳＣ／ＩＷＦとの間の１つのトラフィックチャンネルについて図３に示されている。それ
故、ＧＳＭ推奨勧告に基づくＨＳＣＳＤトラフィックチャンネルは、たとえ単一サブチャ
ンネルのビットレートが６４ｋビット／ｓという高さであっても、異なるサブチャンネル
に対して共通のＲＬＰを依然として使用する。
【００２４】
第３世代のネットワークの一例が、まだ開発中のＵＭＴＳである。ＵＭＴＳアクセスネッ
トワークの詳細な構造は、本発明にとって重要でないことに注意されたい。最も簡単な計
画では、ＵＭＴＳは、その機能が無線アクセス機能に厳密に限定されたアクセスネットワ
ークである。それ故、これは、主として、無線リソースを制御する機能（ハンドオーバー
、ページング）及びベアラサービスを制御する機能（無線ネットワークサービス制御）を
含む。レジスタ、レジスタ機能、移動管理及び位置管理といった更に複雑な機能は、個別
のネットワークサブシステムＮＳＳ又はコアネットワークに配置される。ＮＳＳ又はコア
ネットワークは、例えば、ＧＳＭインフラストラクチャーである。図４において、第３世
代の無線アクセスネットワークは、ベースステーションＢＳ及び無線ネットワークコント
ローラＲＮＣを備えている。第３世代のシステムは、ＲＬＰのような第２世代の無線リン
クプロトコルとは異なるリンクアクセス制御ＬＡＣプロトコルを使用すると更に仮定する
。物理的なトラフィックチャンネルは、下位プロトコルを含み、そのフレームにおいてＬ
ＡＣフレームが送信される。原理的に、第３世代の移動通信システムのプロトコルスタッ
クは、ＲＬＰがＬＡＣに置き換えられたこと以外、ＧＳＭシステムについて上述したもの
と同様である。
【００２５】
図４を参照すれば、本発明の原理に基づき、ＭＳＣには、ＬＡＣプロトコル及びＲＬＰプ
ロトコルの両方をサポートするインターワーキングファンクションＩＷＦが設けられる。
従って、無線アクセスネットワークのアダプタユニットＲＮＣ／ＩＷＵは、ＭＳとＭＣ／
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ＩＷＦとの間にＬＡＣプロトコルを透過的に送信するように構成される。しかしながら、
図４に示す実施形態では、ＲＮＣ／ＩＷＦは、ＵＭＴＳトラフィックチャンネルの下位層
とＧＳＭチャンネルの下位層（レート適応のような）との間の変換又は適応を実行する。
変形Ａインターフェイスでは、ＬＡＣは、ＲＬＰプロトコルではなくＧＳＭトラフィック
チャンネルの下位層に適応される。或いは又、ＲＮＣ／ＩＷＵとＭＳＣ／ＩＷＵとの間に
ＲＬＰプロトコルを設定し、そしてＲＬＰフレームのデータフィールドにおいてＡインタ
ーフェイスを経てＬＡＣフレームを送信することもできる。しかしながら、ＲＬＰフレー
ムは、ＲＬＰプロトコルの原理に基づき、例えば、ＵＩ（番号付けされない情報）フレー
ムによって再送信及び確認を伴わずに送信される。後者の形態は、オーバーヘッドが大き
くなるために、あまり有用でない。
【００２６】
上述したように、実際には、本発明による機能をサポートするように全てのＧＳＭ　ＭＳ
Ｃ及びＵＭＴＳアクセスネットワークを構成することは困難である。それ故、本発明の好
ましい実施形態では、ＲＮＣ／ＩＷＵは、従来のＧＳＭ　ＭＳＣと、２つのプロトコルよ
り成る本発明のＧＳＭ　ＭＳＣの両方をサポートする。同様に、ＭＳＣは、各コール特有
の正しい無線リンクプロトコルを選択することができる。図５は、非透過的データ送信の
ための本発明の好ましい実施形態によるプロトコル構造を示す。
【００２７】
図５を参照すれば、第３世代の移動ステーションＭＳにおけるターミナル適応機能ＴＡＦ
は、ＬＡＣプロトコルユニット５００を備え、これは、ＬＡＣフレームを発生し、これら
フレームは、ユニット５０１において第３世代トラフィックチャンネルの下位層プロトコ
ルに挿入されそして無線経路を経て送信される。対応的に、無線経路を経て受信されたＬ
ＡＣフレームは、ユニット５０１において下位層プロトコルから分離され、そしてＬＡＣ
プロトコルユニット５００へ送信される。
【００２８】
ＲＮＣ／ＩＷＵは、下位層に対する対応するプロトコルユニット４１４を備え、これは、
（ＭＳ／ＴＡＦからの）無線経路から受信したＬＡＣフレームをトラフィックチャンネル
の下位層プロトコルから分離し、そして対応的に、無線経路へ送信されるべきＬＡＣフレ
ームを下位層プロトコルに挿入する。プロトコルユニット４１４は、スイッチング手段Ｓ
１により、プロトコル変換ユニット４１０、４１１（位置Ｉ）又はバッファ及び適応ユニ
ット４１２（位置ＩＩ）のいずれかに接続することができる。次いで、スイッチング手段
Ｓ２は、プロトコル変換ユニット４１０、４１１（位置Ｉ）又はバッファ及び適応ユニッ
ト４１２（位置ＩＩ）のいずれかをＧＳＭレート適応ユニット４１５へ接続する。スイッ
チＳ１及びＳ２の状態は、制御ユニット４１３により制御される。
【００２９】
従って、ＲＮＣ／ＩＷＵは、ＭＳＣ／ＩＷＦがどの無線リンクプロトコルをサポートする
かに基づいて、使用無線リンクプロトコルに対して２つの異なる動作状態を有する。ＲＬ
Ｐプロトコルのみをサポートする従来の第２世代のＭＳＣ／ＩＷＦの場合には、スイッチ
Ｓ１及びＳ２が位置ＩＩにある。この場合には、ＭＳ／ＴＡＦとＲＮＣ／ＩＷＵとの間に
第３世代のＬＡＣプロトコルが適用され、そしてＲＮＣ／ＩＷＵとＭＳＣ／ＩＷＦとの間
にＧＳＭ　ＲＬＰが使用される。プロトコル変換ユニット４１０、４１１は、無線経路か
ら受信したＬＡＣフレームをＲＬＰフレームに変換し、そして対応的に、ＭＳＣから受信
したＲＬＰフレームをＬＡＣフレームに変換する。このプロトコル構成は、公知のプロト
コル構造に対応し、そしてＲＮＣ間ハンドオーバーにおいて公知構成と同様の問題を有す
る。
【００３０】
ＲＮＣ／ＩＷＵが、ＲＬＰ及びＬＡＣプロトコルの両方をサポートする本発明のＭＳＣ／
ＩＷＦ（図５のＭＳＣ／ＩＷＦのような）に接続される場合には、スイッチング手段Ｓ１
及びＳ２がＲＮＣ／ＩＷＵにおいて位置ＩＩにある。個のような場合には、ＲＮＣ／ＩＷ
Ｕは、無線経路から受信したＬＡＣフレームをＭＳＣ／ＩＷＦへ透過的に送信すると共に
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その逆にも送信するように構成される。バッファ及び適応ユニット４１２は、転送レート
の考えられる差及び変動を均等化するためにＬＡＣフレームをバッファする。又、ユニッ
ト４１２は、プロトコルユニット４１４と４１５との間でＬＡＣフレームを送信するのに
必要な他の適応機能を含むこともできる。ＧＳＭレート適応ユニット４１５は、上述した
ように、例えば、ＲＬＰフレームではなくＬＡＣフレームをＧＳＭトラフィックチャンネ
ルに適応させる。このプロトコル構成は、ＭＳ／ＴＡＦとＭＳＣ／ＩＷＦとの間にＬＡＣ
プロトコルを使用するが、ＭＳ／ＴＡＦとＲＮＣ／ＩＷＵとの間及びＲＮＣ／ＩＷＵとＭ
ＳＣ／ＩＷＦとの間には異なる下位層プロトコルが適用される。本発明によるプロトコル
構成は、非透過的コールに対して成功裡なＲＮＣ間ハンドオーバーを確保する。
【００３１】
ＭＳＣのＩＷＦは、ＲＮＣ／ＩＷＵのレート適応ユニット４１５に対応するＧＳＭレート
適応ユニット５１３を備え、これは、ＧＳＭ推奨勧告に基づくレート適応を実行する。こ
のレート適応ユニット５１３は、スイッチ手段Ｓ３により、ＲＬＰプロトコルユニット５
１０（位置Ｉ）又はＬＡＣプロトコルユニット５１１（位置ＩＩ）に接続することができ
る。第２のスイッチング手段Ｓ４は、次いで、ＲＬＰ制御ユニット５１０（位置Ｉ）又は
ＬＡＣプロトコルユニット５１１（位置ＩＩ）を固定のネットワークアダプタユニット５
１４に接続し、このアダプタユニットは、例えば、モデム及び／又はレートアダプタであ
る。スイッチング手段Ｓ３及びＳ４の状態は、制御ユニット５１２によって制御される。
【００３２】
スイッチＳ１及びＳ２の状態は、制御ユニット４１３により制御される。本発明の実施形
態では、ＲＮＣ／ＩＷＵは、ＬＡＣ／ＲＬＰプロトコル変換が実行される動作状態Ｉ、又
はＬＡＣフレームがＭＳ／ＴＡＦとＭＳＣ／ＩＷＦとの間に透過的に送信される動作状態
ＩＩのいずれかに永久的に構成される。スイッチＳ１及びＳ２の固定設定は、例えば、Ｒ
ＮＣ／ＩＷＵが移動ネットワークにインストールされるとき、又はその後にＭＳＣ／ＩＷ
Ｆの形式が変化するときに、手動で行うことができる。このような場合に、設置又は保守
要員は、ＭＳＣ／ＩＷＦによりサポートされる無線リンクプロトコルを知る。ＲＮＣ／Ｉ
ＷＵを動作状態Ｉ又はＩＩに固定設定することは、ソフトウェア構成でも実行できる。こ
のような場合に、ＲＮＣ／ＩＷＵは、ソフトウェアのパラメータに基づくか又はロードさ
れたソフトウェアの特性により動作状態の一方のみをサポートする。
【００３３】
本発明の別の実施形態では、ＲＮＣ／ＩＷＵは、例えば、各コールに関連してそれ自身を
動作状態Ｉ又はＩＩに自動的に構成する。この自動構成は、例えば、ＭＳＣがサポートす
るプロトコルに関連してＭＳＣから到達するシグナリングをヒントとすることができる。
このヒントは、例えば、コール設定メッセージ又は確認メッセージにおけるパラメータで
ある。制御ユニット４１３は、ＲＮＣコール制御からのシグナリングに含まれたプロトコ
ルヒントに関するデータを受信し、そしてそれに応じてスイッチＳ１及びＳ２を誘導する
。例えば、ＬＡＣプロトコルをサポートするＭＳＣのシグナリングのみにこのようなパラ
メータが含まれると仮定する。パラメータが受信された場合に、ＲＮＣ／ＩＷＵは、動作
状態ＩＩを選択する。パラメータがない場合には、ＭＳＣは、Ｌ２Ｒ　ＲＬＰのみを伴う
純粋な第２世代のＭＳＣであり、この場合に、ＲＮＣ／ＩＷＵは、動作状態Ｉを選択する
。
【００３４】
本発明の更に別の実施形態では、ＲＮＣ／ＩＷＵは、ＭＳＣ／ＩＷＦによりサポートされ
るプロトコルを、プロトコルリンク設定中に送信される無線リンクプロトコルフレームに
基づいて識別する。例えば、コールの始めにおける制御ユニット４１３のデフォールト値
は、動作状態ＩＩである。このような場合に、ＲＮＣ／ＩＷＵは、ＭＳ／ＴＡＦから到着
するＬＡＣプロトコル設定フレームをＭＳＣ／ＩＷＦへ透過的に送信する。その後、制御
ユニット４１３は、ＭＳＣ／ＩＷＦによる応答を探索する。ＲＮＣ／ＩＷＦが所定の時間
インターバル中になんの応答も受信しないか、又はリンク設定試みの数が指定のスレッシ
ュホールド値を越えるか、或いはＲＮＣ／ＩＷＵがＭＳＣ／ＩＷＦからトラフィックチャ
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ンネルを経てＲＬＰフレームを受信する場合には、制御ユニット４１３が動作状態Ｉにス
イッチし、その際に、ＲＮＣ／ＩＷＵは、ＭＳに向かうＬＡＣプロトコルの設定と、ＭＳ
Ｃ／ＩＷＦに向かうＬ２Ｒ　ＲＬＰプロトコルの設定をアクチベートする。ＲＮＣ／ＩＷ
ＦがＭＳＣ／ＩＷＦからＬＡＣプロトコル設定メッセージを受信する場合には、制御ユニ
ット４１３が動作状態ＩＩを維持し、その際には、ＬＡＣプロトコル設定メッセージがＭ
Ｓ／ＴＡＦへ透過的に転送される。
【００３５】
又、本発明によるＭＳＣ／ＩＷＦは、使用する無線リンクプロトコル即ちＲＬＰ又はＬＡ
Ｃを、ＲＮＣ／ＩＷＵがどの無線リンクプロトコルをサポートするかに基づいて各コール
特有に選択する。ＲＮＣ／ＩＷＵがＲＬＰプロトコル（動作状態Ｉ）と、ＬＡＣプロトコ
ルの透過的送信（動作状態ＩＩ）の両方をサポートする場合には、ＭＳＣは、成功裡なＲ
ＮＣハンドオーバーを確保するためにＬＡＣプロトコル（動作状態ＩＩ）を選択する。一
方、ＲＮＣ／ＩＷＵがＭＳＣに向かうＲＬＰプロトコル（動作状態Ｉ）しかサポートしな
い場合には、ＭＳＣは、ＲＬＰプロトコル（動作状態Ｉ）を選択する。
【００３６】
ＭＳＣ又は制御ユニット５１２が各状態に使用されるプロトコルを終了できるようにする
異なる方法がある。１つの方法は、ＲＮＣがコールのソースであるかターゲットであるか
に関する情報を使用することである。例えば、コールがＭＳＣのＡインターフェイスにお
いて第３世代の送信経路から発信されるか、又はこのような送信経路にルート指定される
ときには、ＭＳＣのコール制御は、これを例えばＩＷＦ設定メッセージにおいて制御ユニ
ット５１２に指示するか、又はＭＳＣ内のコールを、第３世代プロトコル（ＬＡＣ）をサ
ポートできるＩＷＦへルート指定する。このような場合に、ＭＳＣは、ＲＬＰプロトコル
に対する個別のＩＷＦと、ＬＡＣプロトコルに対する個別のＩＷＦとを含むことができる
。又、ターゲット又はソースＲＮＣに基づくプロトコルの選択は、ネットワーク構成に関
する記憶情報に基づいて行うことができる。
【００３７】
ＲＮＣ／ＩＷＵによりサポートされるプロトコルを識別する別のやり方は、プロトコルに
関してＲＮＣ／ＩＷＵにより送信されるシグナリングヒントである。このヒントは、例え
ば、コール設定又は確認メッセージにおけるパラメータである。
プロトコルを識別する更に別の方法は、リンクプロトコル設定を監視することである。例
えば、ＭＳＣ／ＩＷＦは、ＬＡＣ設定メッセージをＭＳに向けて送信することができる。
その後、制御ユニット５１２は、ＲＮＣ／ＩＷＵによる応答を探索する。所定の時間切れ
までに応答が受け取られないか、又は設定試みの数が特定の最大数を越えるか、或いはＩ
ＷＦがＲＮＣ／ＩＷＵからトラフィックチャンネルを経てＲＬＰ設定メッセージを受信す
る場合には、ＭＳＣ／ＩＷＦは、ＭＳに向かうＲＬＰプロトコルの設定をアクチベートす
る。ＭＳＣ／ＩＷＦは、これがＬＡＣ応答を受信する場合には、ＬＡＣプロトコルで動作
を続ける。
【００３８】
図４を参照し、本発明によるＲＮＣ間ハンドオーバーについて説明する。ＲＮＣ／ＩＷＵ
４１、４３及びＭＳＣ／ＩＷＦは、図５に示した通りであると仮定する。又、ＭＳは、Ｒ
ＮＣ／ＩＷＵ４１を経て非透過的コールを設定し、ＭＳとＭＳＣ／ＩＷＦとの間にＬＡＣ
プロトコルが設定される（ＲＮＣ／ＩＷＵ４１及びＭＳＣ／ＩＷＦの両方が動作状態ＩＩ
（図５）にある）と仮定する。
コール中にハンドオーバーが行なわれ、ＲＮＣ／ＩＷＵ４３を経てコールが切り換えられ
る。たとえコールのルートが変化しても、ＭＳ及びＭＳＣにおけるＬＡＣプロトコルユニ
ットは同じに保たれ、このときには、再送信及び確認のシーケンスは中断されない。それ
故、ハンドオーバーにはデータの損失もダブリも生じない。本発明は、新たなＥＮＣが同
じ移動サービス交換センターのもとにあるか異なる移動サービス交換センターのもとにあ
るかに関わりなく有効である。というのは、コールの第１のＭＳＣが全コール中にアンカ
ーポイントとして動作するからである。



(14) JP 4327355 B2 2009.9.9

10

技術の進歩につれて、本発明の基本的な考え方は、多数の異なるやり方で実施できること
が明らかであろう。それ故、本発明及びその実施形態は、上述した例に限定されるもので
はなく、請求の範囲内で種々変更し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ＵＭＴＳアクセスネットワークの考えられる構造を示す図である。
【図２】　第３世代の無線アクセスネットワークが標準Ａインターフェイスによって第２
世代の移動サービス交換センターに接続されたネットワーク構成を示す図である。
【図３】　ＧＳＭシステムにおける非透過的データサービスのプロトコルスタックを示す
図である。
【図４】　第３世代の無線アクセスネットワークが本発明による変形Ａインターフェイス
によって第２世代の移動サービス交換センターに接続されたネットワーク構成を示す図で
ある。
【図５】　本発明による非透過的データ送信のプロトコル構造を示す図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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